
〔
別
紙
Ⅰ
〕

「
毎
年
書
き
直
す
遺
言
状
の
例
」

遺
　
言
t
■
状

私
は
本
日
満
〇
〇
歳
に
な
っ
た
の
で
、
毎
年
の
例
に
よ
り
遺
言
状
を
書
き
直
し
、

次
の
と
お
り
遺
言
す
る
。

一
、
妻
○
子
に
は
、
次
の
も
の
を
相
続
さ
せ
る
。

‖
　
仙
台
市
○
○
区
○
○
町
O
丁
目
○
各

宅
地
壱
〇
〇
・
〇
〇
平
方
束

日
　
同
　
所
○
各
地
、
家
屋
各
号
○
○
各

木
造
瓦
葺
平
家
建
　
居
宅
　
床
面
積
　
六
〇
・
〇
〇
千
才
米

出
　
○
○
株
式
会
社
（
株
券
）
〇
〇
〇
線

伺
　
○
○
銀
行
定
期
預
金
、
金
〇
〇
〇
〇
円
（
証
書
各
号
〇
〇
〇
号
壱
通
）

（
利
息
な
ど
で
増
加
し
て
い
る
も
の
も
含
む
）

国
　
右
目
の
土
地
上
お
よ
び
右
目
の
建
物
内
に
あ
る
動
産
類
一
切

二
、
そ
の
余
の
私
の
遺
産
を
長
男
○
夫
、
次
男
×
夫
、
長
女
○
子
の

参
名
に
各
参
分
の
竜
の
割
合
で
相
続
さ
せ
る
。

三
、
遺
言
執
行
者
に
は
、
左
の
者
を
指
定
す
る
。

仙
台
市
○
○
区
○
○
町
O
丁
目
○
各
〇
号

乙
野
　
次
印
氏

平
底
〇
〇
年
〇
月
〇
日

仙
台
帝
○
○
区
○
○
町
O
丁
目
○
各
〇
号

甲
野
　
太
郎
　
㊥



〔
別
紙
Ⅱ
〕

「
普
通
の
遺
言
書
の
例
」

遺
　
言
．
状

遺
富
者
で
あ
る
私
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
遺
言
す
る
。

二
左
の
者
は
、
私
の
実
子
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
認
知
す
る
。

本
籍
　
仙
台
市
○
○
区
○
○
町
O
丁
目
○
各
地

母
親
　
甲
山
　
甲
子

男
　
甲
山
　
J
男
　
（
六
才
）

二
、
私
の
遺
産
中
、
左
記
不
動
産
を
妻
乙
山
　
乙
子
に
相
続
さ
せ
る
。
丹

仙
台
市
○
○
区
○
○
町
O
丁
目
○
各

宅
地
　
壱
〇
〇
・
〇
〇
千
才
米

同
所
　
○
各
地
　
家
屋
各
号
○
各

木
造
丸
葺
平
家
建
居
宅

床
面
積
　
六
〇
・
〇
〇
千
有
水

三
、
私
の
遺
産
や
、
左
記
株
式
は
甲
山
　
甲
子
に
遺
贈
す
る
。

○
○
建
設
会
社
株
式
　
〇
万
株

四
、
そ
の
余
の
私
の
遺
産
を
、
長
男
乙
山
一
印
、
次
男
J
山
　
二
郎
、

長
女
乙
山
　
歌
子
、
甲
山
　
乙
男
の
四
名
に
各
四
分
の
一
の
割
合
で
相
続
さ
せ
る
。

五
、
二
の
遺
言
の
遺
言
執
行
者
を

仙
台
市
○
○
区
○
○
町
0
7
日
○
各
〇
号

丙
海
　
内
男
氏

と
指
定
す
る
。

平
成
〇
〇
年
〇
〇
月
〇
〇
日

仙
台
市
○
○
区
○
○
町
O
丁
目
○
各
〇
号

遺
言
者
　
乙
山
　
甲
男
　
㊥



〔
別
紙
血
〕

「
会
社
を
全
部
相
続
さ
せ
る
遺
言
状
の
例
L

遺
　
言
　
状

（
住
所
）
　
○
○
県
○
○
市
○
○
区
○
○
町
O
丁
目
○
各
〇
号

遺
言
者
　
平
野
・
太
郎

私
は
次
の
と
お
り
遺
言
す
る
。

第
一
条
　
○
○
株
式
会
社
の
全
部
を
、
長
男
の
一
郎
に
譲
る
。
た
だ
し
一
郎
は
左
記
第
甲
祭
以
下
の

負
担
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

H
工
場
用
土
地
建
物
で
あ
る

仙
○
○
市
○
○
区
○
○
町
○
各

宅
地
　
壱
〇
〇
〇
・
〇
〇
千
才
来

闇
同
　
所
　
○
○
各
地

家
屋
各
号
　
○
○
各

木
造
鋼
板
葺
平
家
建
工
場

床
面
積
　
弐
〇
〇
・
〇
〇
千
才
束

は
、
こ
れ
を
全
部
、
一
郎
に
相
続
さ
せ
る
。

0
着
○
○
株
式
会
社
の
株
式
五
万
線
の
う
ち
私
の
有
す
る
四
万
五
千
線
は
、
全
部
、
一
昨
に
相
続
さ

せ
る
。

第
二
・
条
　
H
現
在
居
住
中
の
左
記
土
地
、
建
物
は
妻
○
子
に
相
威
さ
せ
る
。

仙
○
○
市
○
○
区
○
○
町
0
7
日
○
各

宅
地
　
参
〇
〇
・
〇
〇
千
有
史

闇
同
　
所
　
○
○
各
地
　
家
屋
各
号
○
○
各

木
造
丸
葺
弐
階
建
　
居
宅

床
面
積
　
壱
階
　
六
壱
・
〇
〇
千
才
来

弐
階
　
四
弐
・
〇
〇
千
才
親

日
○
○
銀
行
の
定
期
預
金
（
証
書
各
号
〇
〇
〇
〇
各
）
金
〇
〇
〇
万
円
（
利
息
な
ど
で
増
加
し
て
い

る
も
の
も
含
む
）
　
を
妻
○
子
に
相
続
さ
せ
る
。

臼
右
H
記
載
の
建
物
の
内
外
に
あ
る
動
産
類
一
切
を
も
、
妻
○
子
に
相
続
さ
せ
る
。

第
三
条
　
右
以
外
の
財
産
は
す
べ
て
、
次
軍
一
郎
と
長
女
×
子
二
名
に
各
二
分
の
一
の
割
合
で
相
続
さ

せ
る
。

第
四
条
　
私
の
條
務
一
切
は
、
長
男
l
印
が
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
　
長
男
l
印
は
、
母
親
で
あ
る
○
子
を
一
生
扶
各
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
　
祖
先
の
祭
妃
を
主
宰
す
る
者
彗
長
男
一
郎
と
す
る
。

第
七
条
　
遺
言
執
行
者
と
し
て
左
の
者
を
指
定
す
る
。

○
○
県
○
○
市
○
○
区
○
○
町
O
丁
目
○
各
〇
号

J
野
　
次
郎
氏

以
上

平
成
〇
〇
年
二
月
一
日

平
野
　
太
郎
　
㊥



〔
別
紙
Ⅳ
〕

「
遺
言
書
の
例
」
．

遺
　
言
　
書

私
は
、
私
の
妻
　
小
野
寺
　
悦
子
（
昭
和
十
九
年
「
月
十
八
日
生
）
に
、

私
の
所
有
す
る
全
財
産
を
相
続
さ
せ
る
。

平
成
〇
〇
年
l
月
十
日仙

台
市
○
○
区
○
○
町
O
丁
目
○
各
〇
号

遺
言
者
　
小
野
寺

一
郎
　
㊥



〔
別
紙
Ⅴ
〕
　
　
「
自
筆
証
書
遺
言
を
入
れ
る
封
筒
の
記
載
例
」

遺
言
者

産
や


